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１章 自治会とは 

 

１ 自治会の役割 

自治会とは、私たち住民が生活する地域を基本とし、誰もが加入できお互いに協力し

て住み良いまちをつくるために自主的に組織された団体です。 

 今日の暮らしは複雑化し、地域内に多くの問題が山積しています。少子・高齢化、地

域環境の美化推進、災害や犯罪の予防、青少年非行などの課題は、地域住民の連携、結

束により解決していくことが望ましいと言われています。 

 自治会は地域課題を解決するための中心的な組織として、地域の各種行事や地域活動

を通じて、地域内の隣同士のコミュニケーションを図って連帯感を醸成し、明るい住み

よいまちづくりを目指しています。また、住民の声を反映させ、地域住民と行政との連

絡役をしています。 

 現在、茅ヶ崎市では全世帯のうち約７３％の世帯が加入している状況ですが、未加入

者に対しては、各自治会役員により加入促進をしていただいているほか、茅ヶ崎市まち

ぢから協議会連絡会と協働し、市内への転入者には加入を呼び掛けるチラシを作成し、

自治会への加入を勧めています。 

 

 

２ 自治会運営の基本  

自治会の運営は、地域住民の必要に応じて、親睦、相互扶助、共通課題への共同解決

に努め民主的に進めなければなりません。 

 なお、民主的な運営とは次のようなことが言えると思います。 

 (1) 会員にわかりやすい会則づくり 

 (2) 合議制による会議の進行 

 (3) 役割分担ができる組織づくり 

 (4) 明朗な予算、決算の報告 
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２章 自治会と市のやりとり 

 

１ 自治会役員の報告について（くらし安心部 市民自治推進課） 

              （～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 

 

 地域と市との連携のため、毎年４月下旬までに自治会役員報告書の提出をお願いして

います。 

また、自治会長の連絡先の問い合わせがある場合は、相手方の氏名、所属及び連絡先

を確認の上、自治会長の氏名、住所及び電話番号をお知らせしています。 

 

 

２ 各種補助金・委員推薦等のスケジュール 

茅ヶ崎市では、地域住民の福祉の向上と自治会運営の健全な発展を目的として、各種補助金

を交付しています。また、市民の皆さまに、地域の課題を解決するためにご協力いただき、共

にまちづくりを進めるため、各種委員の推薦をお願いしています。 

 申請等のスケジュールは、次ページ一覧表の通りです。各種補助金の説明は、４ページから

掲載しています。 
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名称 担当課かい名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

自治会
役員報告

市民自治推進課

①自治会
運営交付金
P.4

市民自治推進課

②自治会館
設置費等補助金
P.5

市民自治推進課

③自治会館
賃借料補助金
P.7

市民自治推進課

④自治会長
行政連絡調整
手数料  P.8

市民自治推進課

⑤広報紙等配布
手数料
P.9

広報シティプロ
モーション課

⑥社協ちがさき
配布手数料
P.10

茅ヶ崎市社会福
祉協議会
(地域福祉課)

⑦資源回収推進
地域補助金
P.11

資源循環課

⑧ごみ及び資源
物の集積場所に
係る協力手数料
P.12

環境事業セン
ター

⑨自主防災
組織の補助金
P.13

防災対策課

防災リーダー 防災対策課

防犯灯の設置
P.16

安全対策課

ボランティア清
掃用ごみ袋配布
及び清掃用具貸
出 P.18

環境保全課

環境指導員の
推薦
P.20

環境事業セン
ター

民生委員児童委
員の内申
（３年に１回）
P.20

地域福祉課
（今年度はなし）

青少年指導員の
推薦
（隔年）P.21

青少年課

スポーツ推進委
員の推薦
（隔年）P.21

スポーツ推進課

共同募金・年末た
すけあい募金運動
の資材・募金事務

費 P.23

神奈川県共同募
金会茅ヶ崎市支
会 (地域福祉課)

※令和５年４月～組織改正により、課名が一部変更となります。

その他スケジュール（委員推薦等）

申請 実績報告

実績報告

実績報告

申請

申請

申請 報告 報告

申請（整備計画書）

申請申請

申請

申請

申請

実績報告

防犯灯設置

通知

振込

推薦依頼 推薦

協力依頼

通知

振込

休 止 中

推薦

依頼

推薦

報告

フォロー

アップ研修
養成研修

申請（交付申請書）

随時受付
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３ 補助金・手数料等 

 

① 自治会運営交付金（くらし安心部 市民自治推進課） 

       （～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 
 

自治会運営に要する費用を助成し、地域住民の福祉の向上と自治会運営の健全な発展

を目的として、市から各自治会に対して交付するものです。 

 

(1) 申請時期 

毎年５月２０日が申請書の提出期限になっています。ただし、年度の中途に設立

された自治会にあっては、設立後速やかに提出をお願いいたします。 

なお、申請書等については、市から送付します。 

 

 (2) 交付金額 

  ア 均等割 １自治会年額３，６００円 

  イ 世帯割 加入世帯数に１０３円を乗じた額 

 なお、年度中途に設立された自治会については、設立日の翌月から月割で計算

した額（１円未満の端数は切り捨て）になります。 

 

 (3) 算出基準 

   ４月１日現在における自治会加入世帯数 

なお、年度の中途に設立された自治会については、設立日の世帯数になります。 

 

 (4) 実績報告 

   事業終了後に実績報告書の提出をお願いいたします。 

   なお、実績報告書等については、市から送付します。 

 

※自治会運営交付金は団体を対象として交付されるので、必ず自治会の予算に計上して

ください。 
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② 自治会館設置費等補助金（くらし安心部 市民自治推進課） 

（～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 

（※休止中） 
 

自治会館は、自治会の活動の拠点となる会員相互の親睦、会議、会合、サークル活動

等を目的にする重要な施設です。 

自治会館の設置・整備に要する費用を、市から自治会へ補助するものです。 

また、補助を受けた場合は、その翌年度から５年間は補助を受けることができません。 

 

 (1) 申請時期 

   工事着手の１か月前までに申請書の提出をお願いいたします。 

   なお、給排水設備、ガス設備、電気設備、衛生設備の故障（緊急修繕）により自

治会館の使用に支障をきたす場合においては工事着手前までに申請書の提出をお願

いいたします。 

補助を希望する自治会は必ず整備予定年度の前年７月までにご連絡ください。 

 

(2) 補助区分 

  ア 新築に要する費用 

  イ 増築または改築に要する費用 

  ウ 修繕に要する費用 

  エ 用地の購入に要する費用 

   ※補助の対象は建物本体、給排水設備、ガス設備、電気設備、衛生設備、 

内装設備、建物附帯設備とする。（自治会館の管理人室に係る費用はのぞく） 

  

(3) 補助金額 

  ア 新 築 建築工事費の６０％で１，０００万円が補助限度額 

  イ 増 改 築 建築工事費の６０％で５００万円が補助限度額 

  ウ 修 繕 修繕費の６０％で５０万円が補助限度額 

  エ 用 地 購 入 土地購入費の５０％で１０００万円が補助限度額 

ただし、認可を受けた自治会に限る。 

 

 (4) 実績報告 

 工事完了後１か月以内または３月３１日のどちらか早い日までに実績報告書の

提出をお願いいたします。なお、実績報告書等については、市から送付します。

（工事前後の状況写真が必要となります。）また、市民自治推進課職員による完

了検査が実施されます。 

 

※神社社務所などとの分離 

神社、寺から敷地を借りる場合において、自治会館に社務所などを併設すること

は宗教的施設と不分離となり補助対象として不適当ですので、自治会館については
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単独で建築してください。また、自治会館の敷地についても神社、寺の敷地と明確

に区分してください。 

〈参考〉 

 新築・増改築の考え方について 

  

 建築基準法第２条第１３項では、建築について「建築物を新築し、増築し、改築し、

又は移転することをいう。」としており、建築物を造るという行為に限定して定義をし

ています。 

 

１ 新築 

建築物の建っていない敷地に新規に建築物を造ること。また、すでに建っている建築

物を解体し新たに建築物を造ること。 

 

２ 増築 

すでに建っている建築物の面積を増やすこと。 

 

３ 改築 

従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・規模・構造・回数が著しく異ならな

い建築物を造ること。 

 

※床のリフォームや屋根の葺き替え工事などは、上記のような建築行為にあたらず、補

助区分は「修繕」となります。 

 

※自治会館の新築等を行う場合は、「６章 自治会館整備の手順」をご参照いただくと

共に不動産登記の手続きにも関係しますので、自治会の法人化に関する「５章 自治

会の法人化」を併せてご確認ください。 
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③ 自治会館賃借料補助金（くらし安心部 市民自治推進課） 

（～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 
 

自治会館は、自治会の活動の拠点となる会員相互の親睦、会議、会合、サークル活動

等を目的にする重要な施設です。自治会館の土地及び建物の賃借料を、市から自治会へ

補助するものです。 

 なお、土地または建物の賃借料が年額１０万円以上である自治会館が対象で、申請は

土地または建物のどちらか一方となります。 

 

(1) 申請時期 

 毎年５月２０日が申請書の提出期限になっています。ただし、年度の中途から賃貸借

契約を締結する自治会にあっては、契約締結後３０日以内に提出をお願いいたします。 

なお、申請書等については、市から送付します。 

 

(2) 交付金額 

 ア 土地賃借料の５０％で月額２万円が補助限度額 

 イ 建物賃借料の５０％で月額５万円が補助限度額 

 

(3) 実績報告 

事業終了後に実績報告書の提出をお願いいたします。なお、実績報告書等について

は、市から送付します。 
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④ 自治会長行政連絡調整手数料（くらし安心部 市民自治推進課） 

（～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 
 

自治会長が行う市との連絡調整で、防犯、防災、交通安全、環境美化及び福祉に関す

る事務について、委員の推薦や行政からの資料等の配付などにおける手数料を、市から

自治会長へ支払うものです。 

 

(1) 申請時期 

毎年６月末日が申請書の提出期限になっています。ただし、年度の中途に設立された

自治会にあっては、設立後速やかに提出をお願いいたします。 

なお、請書及び請求書については、市から送付します。 

 

(2) 交付金額 

ア 均等割 １自治会年額４万円 

イ 世帯割 ４月１日現在の加入世帯数に１０円を乗じて得た額 

 なお、年度の中途に設立された自治会については、設立日の翌月から月割で計算した

額（１円未満の端数は切り捨て）になります。加入世帯数については、設立時点での数

となります。 
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⑤ 広報紙等配布手数料（企画政策部 広報シティプロモーション課） 

（～R5.3.31 企画部 秘書広報課） 

 

 広報ちがさき、茅ヶ崎市議会だよりなどの発行物の配布手数料として、市から自治会

及び市長が特に必要があると認めている団体へ支払うものです。 

 

(1) 交付金額 

 １世帯当たり年間２００円 

また、支払いは上期（４月～９月）と下期（１０月～翌年３月）の年２回。１回の支

払額は、１世帯当たりの交付金額２００円÷２×６か月平均の配布世帯数（１円未満の

端数は切り捨て）となります。 

 

(2) 算出基準 

ア 上期 ４月１日号～９月１日号の広報ちがさきの配布世帯数の実数 

イ 下期 １０月１日号～翌年３月１日号の広報ちがさきの配布世帯数の実数 

   

※配布団体の名称または代表者の変更、振込先の変更、配布世帯数の変更などがあった

ときは速やかに届出をお願いします。 
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⑥ 社協ちがさき配布手数料                 

（社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会） 
 

 社会福祉への関心と啓発のため、年３回（７月、１１月、３月）「社協ちがさき」を

配布するために、社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会から支払われるものです。 

 

(1) 交付金額 

１世帯当たり１部５円 

また、支払いは３月の年１回となります。 

 

(2) 算出基準 

 広報ちがさきの配布世帯数 

   

※社協ちがさき配布手数料は団体を対象として交付していますので、必ず自治会の予算

に計上してください。 

※問い合わせは、社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会（電話８５－９６５０）までお

願いいたします。 
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⑦ 資源回収推進地域補助金（環境部 資源循環課） 

 

資源化できる廃棄物の分別収集により、焼却ごみの減量化及び資源の有効利用の推進

を図るために、市から自治会に対して補助するものです。 

 

(1) 申請時期 

１月～６月に実施したものについては７月３１日、７月～１２月に実施したものにつ

いては１月３１日が申請書の提出期限となります。 

 

(2) 算出基準 

分別排出した資源化できる廃棄物の量１㎏につき２円となります。（１円未満の端数

は切り捨て） 

 

※資源化できる廃棄物は、びん、かん、ペットボトル、古紙類、衣類・布類、プラスチ

ック製容器包装類、廃食用油、金属類（指定８品目）となります。 

※団体名、代表者、住所等変更があったときは、文書で速やかに届出をしてください。 
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⑧ ごみ及び資源物の集積場所に係る協力手数料        

（環境部 環境事業センター） 
 

市が行うごみ及び資源物の収集業務に対し茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正

処理等に関する条例に基づき集積場所の維持管理等について協力していただいている手

数料を市から自治会に支払うものです。 

 

(1) 申請方法 

市から送付する請書及び振込先届出書を年度当初に御提出ください。ただし、年度の

中途に設立された自治会にあっては、設立後速やかに提出をお願いします。 

 

(2)交付金額 

 前年４月１日現在の加入者数をもとに未加入者も含めた推定区域内世帯数を算出しま

す。 

 その世帯数が６００世帯までの自治会に５６，０００円、以後３００世帯を超えるご

とに２８，０００円を加えます。 

 ただし、集合住宅単独で組織している自治会については集積場所が一定であることな

どから 

 その世帯数が６００世帯までの自治会に２８，０００円、以後６００世帯を超えるご

とに２８，０００円を加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

 

⑨ 自主防災組織の補助金（くらし安心部 防災対策課） 

（～R5.3.31 市民安全部 防災対策課） 

 

各自主防災組織がその活動を行うために必要な資材又は機材、（以下「防災資機材」

という。）や、自主防災組織活動マニュアルを整備すること、自主防災組織内における

防災知識の普及・啓発を行うことに対する補助をしています。 

 

１ 自主防災組織とは 

 災害が発生した場合、防災関係機関は被害を最小限にするため、総力をあげて防災 

活動に取り組みますが、大規模な災害が発生した直後では、道路の寸断、建物の倒壊、

水道や電気の供給停止、情報の混乱、同時多発火災など様々な被害が発生し、適切な対

応が困難となります。 

 このため、地域住民が相互に助け合い、初期消火や人命救助等の自主的な防災活動 

に努めることが地域全体の安全を守り、被害の軽減に大きな役割を果たすこととなり 

ます。自主防災組織とは、これらの防災活動を自主的かつ組織的に行うために、自治 

会等を単位として結成する団体で、市長に届け出をした組織をいいます。 

 自主防災組織を結成した場合は、自主防災組織規約を作成し、くらし安心部防災対策

課防災担当に届出をしてください。また、規約の変更や組織を解散する場合も同様に届

け出が必要になります。 

 

２ 防災リーダーとは 

 自主防災組織会長の推薦により、市が開催する養成研修を修了し、防災リーダー名簿

に登録された方で、地域の自主防災組織の一員として、平素から住民への防災啓発活動

に努めていただいています。また、災害時には、自身や家族の安全を確保した上で、地

域の被害を最小限に抑えるため、防災活動に取り組んでいただきます。 

 

(1) 防災リーダーフォローアップ研修 

 すでに防災リーダーとして登録されている方を対象に、防災知識や技術の再確認、活動の促

進等を目的とした研修を開催しています。基礎的な内容の講座のほか、応用講座、訓練や研修

等の指導者育成講座など、テーマ別の講座を設定しています。 

●開催：7 月頃（予定） 

 

(2)  防災リーダー養成研修 

 新たに防災リーダーとして活動していただく方を養成するための研修を開催しています。受

講者は、自主防災組織会長の推薦のほか、公募（自推）を一部受け付けております。 

修了者は、市の防災リーダー名簿に登録し、ヘルメットやベストを貸与しています。 

 ●開催：１月下旬から２月上旬（予定） 

 

  
防災リーダーには任期はございませんが、自主防災組織の一員として、防災訓練の企画への

参加、地域住民への防災技術の指導、防災知識の普及・啓発を図るなど、地域防災力の更な

る向上を目指し活動していただいています。 
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３ 自主防災組織育成事業補助金 

 各自主防災組織が防災活動を行うために必要な防災資機材の整備及び、防災知識の普

及・啓発を行うことによる地域の安全を促進することなどを目的とした事業に対して、

自主防災組織育成事業補助金を交付しています。 

交付する金額は、防災事業に要した費用の２分の１の額（この額に１００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）以内で、予算の範囲内において市長が定める額（各自主防

災組織から補助金の交付の申請をされた額の総額が予算の額を超えた場合にあっては、当該申

請をされた額の総額に調整率を乗じて得た額）とします。 

ただし、１組織に対する限度額は、３００，０００円とします。 

はじめに、整備計画申請書を７月末日までに提出していただきます。内定額の決定を

受けたのち、防災資機材等の整備を行い、関係書類を添えて交付申請手続きを行いま

す。交付申請書の提出期限は１月末日です。補助金は、審査を経て交付決定後、指定口

座に振り込まれます。 

新規に設立した自主防災組織については別途ご相談ください。 

なお、１組織あたり年度内に１回のみの申請となっています。 

 

(1) 整備計画申請書について 

 補助金の内定額を算出するにあたり、購入予定の資機材、及び金額を記載した整備計画書の

ご提出をお願いします。整備計画申請書を提出いただいた組織については内定額を決定し通知

します。 

※整備計画書の内容（購入予定）が実際と大きく異なると必要以上の調整率を乗じることに

なります。内容を精査した上で、ご提出をお願いいたします。 

  

●提出書類  ①整備計画申請書 

       ②整備計画書 

●提出期限  ７月末 

●内定額通知 ９月上旬（予定） 

 

(2) 補助金交付申請書について 

 内定額に基づき、年度内に購入された防災資機材等を記入し、必要申請書類のご提出をお

願いします。（事前に整備計画申請書の提出が必要です。） 

 

●提出書類 ①補助金交付申請書 

      ②実績書 

      ③収支決算書 

      ④請求書 

      ⑤購入した資機材がわかる書類（領収書等） 

●提出期限 １月３１日 
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(3) 補助対象事業 

 〇災害時の地域防災活動の効果を高めるための取り組み 

 〇平常時の地域の防災活動の促進に資する取り組み 

 〇住民の防災意識や備えの向上につながる取り組み 

 

対象資機材等の例 

【災害時活動用資機材一覧】 

１ 本部活動 

・簡易無線機 ・発電機 ・蓄電池 ・地図 

・ラジオ（市の防災ラジオ除く）・コードリール ・照明関係 

２ 安否確認・避難行動等支援 

・安否確認カード（自作時材料含む） ・拡声器 ・メガホン  

・ホイッスル ・避難誘導棒  

３ 救助救出活動 

・ジャッキ ・チェーンソー ・バール ・ハンマー ・担架 ・車椅子 

・救急セット（中身のみ不可） ・ＡＥＤ（レンタル不可、付属品は新規のみ可） 

４ 消火活動 

・消火器 ・移動式ホース格納箱 ・消防ホース ・感震ブレーカー   

５ 生活維持活動 

・井戸の新規掘削費 ・井戸水質検査（新規時のみ対象） ・カセットコンロ  

・ボンベ（カセットコンロ購入時のみ可） ・ポリタンク ・毛布 ・災害用トイレ 

・炊飯セット ・非接触型体温計 ・携行缶（燃料のみの更新不可）  

 

【平時活動用資機材、事業等一覧】 

1 組織の強化 

・自主防災組織活動マニュアル製本費 

・HUG、クロスロード等の研修資機材 

２ 防災に関する広報・啓発事業 

 ・防災に関するチラシの作製費 ・防災用掲示板  

３ 防災に関する講習会等 

・会場使用料 ・入場料 ・車両借上げ、交通費（公共交通機関に限る） 

・研修参加費 ・講師謝礼（地域会員は除く） ・講演会必要物品 

４ 共通物品 

・防災倉庫 ・倉庫強化資器材 ・カラーコーン ・ヘルメット ・テント 

５ 修繕 

・防災資機材に関する修繕費用 
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４ 防犯灯について（くらし安心部 安全対策課） 

（～R5.3.31 市民安全部 安全対策課） 

 
 

市は、夜間の犯罪防止と交通安全の確保を図るため、市内に設置している防犯灯について、

地元自治会の要望により設置しています。 

 

(1)防犯灯の設置申請 

ア 新設要望に係る通知は、毎年３月上旬から中旬にかけて各自治会長宛にお送りし

ます。 

 イ 要望申請受付期間は、４月１日から１２月２８日までです。 

   ※令和５年度より要望申請受付期間を拡大いたします。 

   ※年度始め（４月から５月）は申請が集中する可能性があるため、防犯灯設置 

までに期間を要する場合がございます。 

 ウ 申請にあたっては、周辺住民などの了解を得てください。設置完了後、周辺の方

から、畑の作柄に影響する、まぶしくて眠れないなどのご意見をいただくことが少

なくありません。 

 エ 私有地内に設置する場合は、土地所有者の承諾書の添付が必要です。承諾書のな

い箇所には設置工事ができません。 

 オ すべての申請箇所の現地調査を行った後、工事の発注を行い、年内を目途に設置

を完了します。 

 カ 新設する防犯灯は、ＬＥＤ灯具を設置します。（地上面から４．５ｍ程度の高さ

に設置予定） 

 キ 各自治会からの申請数に対して設置できる防犯灯の数には上限があります。 

 

（2）防犯灯の設置基準         

 ア 隣り合う防犯灯との間隔がおおむね２５メートル 

イ 原則として電柱への設置 

ウ 不特定多数の市民が通行する道路 

エ 電源（ＮＴＴ柱及び東京電力柱）が近くにあること（単独柱での設置の場合に限

る） 

オ 樹木等、防犯灯の光源を遮る障害物がないこと 

カ 道路上を照らすこと 

 

（3）防犯灯の維持管理 

ＬＥＤ防犯灯の維持管理は、ＥＳＣＯ事業者が行います。防犯灯の故障などを発見した場合

は、発見した市民より自治会を経由せずに、事業者コールセンターへ直接ご連絡ください。受

付時間は、平日の８時～２１時、それ以外の時間帯や土・日曜日、祝日、年末年始は留守番電

話対応となります。 

エ ス コ 
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また、防犯灯には管理プレートが設置されております。 

連絡する際には防犯灯管理プレートに記載されている管理 

番号をお伝えください。 

修繕の対応は、原則として連絡があってから３日以内に、 

茅ヶ崎市防犯灯協力会の担当する電気店が実施します。 

《コールセンター連絡先》（茅ヶ崎東光電気株式会社内） 

電  話：０４６７－４０－６２５５  ファクス：０４６７－５３－０７０８ 

メ — ル harada@c-toko.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防犯灯管理プレート（参考例） 

管理番号 



- 18 - 

 

５ ボランティア清掃用ごみ袋配布及び清掃用具貸出について  

（環境部 環境保全課） 
 

市では、自治会やボランティアの団体等が市内及び海岸の清掃を行う際に、ご利用い

ただくための清掃物品を配布・貸出しています。 

 
（1）申請方法 

 市ホームページからの電子申請または環境保全課窓口にて申込書をご記入くださ

い。 

 ※申込書には清掃計画と清掃場所、実施日のご記入が必要です。 

 

（2）配布物品 

ごみ袋 

軍手 

※環境保全課窓口にて随時受付しておりますが、大量に必要な場合は、あらかじめ

ご相談くださいますようお願いします。 

 

（３）貸出物品 

熊手 

トング 

マイクロプラスチック採取用ふるい 

マイクロプラスチック採取用受皿 

マイクロプラスチック採取用ピンセット 
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６ 認可地縁団体について（くらし安心部 市民自治推進課） 

（～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 
 

 認可制度の趣旨 

 自治会が自治会館などの財産を持っている場合、自治会はこれまで「権利能力なき社

団」と位置づけられ、法人格を持てなかったことから、当該団体の名義での不動産登記

が不可能でした。そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人あるいは役員の共

有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続や、当該名

義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。 

この制度は、このような問題を解決するため、不動産を保有あるいは保有を予定して

いる自治会に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記を可能にするものであり、平

成３年の地方自治法の改正により創設された制度です。 

 その後、令和３年１１月２６日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第１１次地方分権一括法）による

地方自治法の改正により、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、地域的な共同活動

を円滑に行うために、法人格を取得することが可能になりました。 

  

 

認可申請の方法など、詳しくは市ホームページでもご確認いただけます。 

トップページ > 市政情報 > 市民活動 > 自治会 > 自治会の法人化について 

URL：https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shiminsanka/jichikai/100785

0.html 
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７ 各種委員会委員等の推薦 

市から茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会及び各単位自治会に対し各種委員会委員などの

推薦、協力依頼があります。 

 

各種委員会委員 推薦の方法と活動内容 依 頼 時 期 任 期 担 当 

環境指導員 自治会長の推薦により、市長が委

嘱します。自治会内のごみの集積

場所などにおけるごみの分け方、

出し方などを指導し、問題解決に

当たります。 

（職務）        

１ ごみ集積場所でのごみの分け

方及び出し方の指導 

２ ごみ集積場所の管理などに関

する指導     

３ ごみの減量化、資源化及び排

出指導などに関する会議･研修会

などへの出席 

４ そのほか、ごみに関する市及

び自治会との連絡調整 

毎年 

2～3月頃 

４月から

原則と 

して２年 

 

 

環境事業センター 

業務担当 

57-0200 

民生委員児童委員 市の依頼に応じて自治会長が民生

委員推薦会へ内申します。その

後、民生委員推薦会から市長への

推薦、市長から県への推薦、県か

ら国への推薦を経て厚生労働大臣

が委嘱します。民生委員児童委員

は、定められた担当区域内で支援

を必要とする人たちに対する相

談、援助活動などを行います。 

（対象） 

１ ひとり暮らし、寝たきりの高齢者 

２ 心身障がい者（児） 

３ 児童 

４ 生活困窮世帯 

３年毎 

12～１月

頃 

12月か

ら３年  

    

 

活動費年額 

（会長） 

114,000円 

（委員） 

98,400

円 

地域福祉課 
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各種委員会委員 推薦の方法と活動内容 依 頼 時 期 任 期 担 当 

青少年指導員 小学校区の青少年育成推進協議会

会長に推薦依頼、自治会長にも協

力依頼をし、推薦いただきます。

その後、教育委員会が県へ推薦

し、神奈川県知事が委嘱します。

   

地域における青少年の自発的活動

と育成組織活動を推進し青少年の

健全な育成を図ります。     

（役割）           

１ 青少年の体験活動の促進   

２ 青少年団体の育成と支援   

３ 青少年に望ましい地域づくり 

４ 青少年に関する相談と対応 

５ 青少年に関する調査と情報提供 

隔年１月頃 ４月から

２年   

     

 

青少年課 

スポーツ推進委員 市内13地区の体育振興会長が自

治会長の協力を得て推薦し、市長

が委嘱します。スポーツ推進委員

は、地域においてスポーツ推進の

ための指導及び助言を行います。 

（職務）           

１ スポーツの推進のための事業

の実施に係る連絡調整 

２ 住民に対しスポーツの実技の

指導 

３ スポーツの促進のための組織

の育成 

４ 学校そのほかの教育機関、行

政機関、またはスポーツ団体その

ほかの団体が行うスポーツの行事

または事業に関し協力 

隔年１月頃 ４月から

２年   

 

報酬年額 

40,000

円 

スポーツ推進課 

※このほかにも関係自治会に対し、各種委員会委員等の推薦、協力依頼などが行われる

場合があります。  



- 22 - 

 

３章 募金活動 

 

① 赤十字会員増強運動（福祉部 地域福祉課） 

 
日本赤十字社は、「人道」を基本理念に、国内、海外で幅広い活動を展開しています

が、そのための活動資金は、赤十字の趣旨に賛同し活動資金として多くの方々から寄せ

られる社資（赤十字社への寄付金）によって成り立っています。 

 日本赤十字社では、毎年５月を活動資金募集の強調月間と定め、「赤十字会員増強運

動」を実施しています。一人でも多くの方に赤十字の目的を理解していただき、活動を

支援していただくことをこの運動の趣旨としています。 

 この資金は、市内で発生した火災や風水害の被害者へのお見舞金としても活用されて

います。 

 

（1）依頼時期 

３月に各自治会へ協力の依頼をしています。 

 

（2）実施期間 

 毎年５月１日～５月３１日 

 

※お問い合わせは、日本赤十字社神奈川県支部茅ヶ崎市地区（福祉部地域福祉課内）ま

でお願いいたします。 
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② 共同募金赤い羽根募金・年末たすけあい募金運動への協力    

（神奈川県共同募金会茅ヶ崎市支会） 

 
共同募金運動は、民間の社会福祉活動を支援する総合的な募金運動で、毎年１０月か

ら１２月まで展開されています。多くの方より寄せられた赤い羽根募金は、茅ヶ崎市社

会福祉協議会を通じて地区社会福祉協議会に配分され、広く地域福祉活動のために活用

されたり、民間社会福祉施設・団体などに配分されたりしています。また、災害支援に

も使われています。年末たすけあい募金は、茅ヶ崎市社会福祉協議会を通じ、生活基盤

が弱くさまざまな困難や障害を抱えていて支援を必要とする方々や在宅介護を支える

方々、地域活動支援センター等の福祉団体・グループなどに配分されています。 

 募金は、強制ではありませんが、茅ヶ崎市支会では１世帯当たりの目安額を定めてい

ますのでご理解とご協力をお願いします。 

(1) 依頼時期 

９月上旬に神奈川県共同募金会茅ヶ崎市支会より協力依頼をいたします。 

 

(2) 活動時期 

毎年１０月～１２月 

 

(3) 募金事務費算出基準 

 前年度一般募金実績額×４％（１０円未満は切り捨て） 

 各自治会口座に振り込みをします。 

 

※お問い合わせは神奈川県共同募金会茅ヶ崎市支会（社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉

協議会内 電話８５－９６５０）までお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

４章 こんな時どうする？ 

 

１ 市民活動中にケガをしてしまったら 

…市民活動等災害補償制度（くらし安心部 市民自治推進課） 

（～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 

 
市内では、自治会活動・社会福祉活動など、多くの方々によって市民活動が行われて

います。この制度は、活動中に起こってしまった予期せぬ事故によるケガなどについて

補償することで、市民の方々が安心して市民活動を行えるようにする制度です。 

 熱中症（熱射病・日射病）、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒（以下「熱中症

等」）が補償の対象です。 

 

 (1) 対象となる市民活動   

 市民により自発的に構成された市民団体など（市民団体及びその指導者または個人）

が無報酬で行う地域社会活動、社会教育活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉

仕活動などで、継続的、計画的な実践活動が対象となります。なお、政治、宗教及び営

利などを目的とする活動、学校管理下での活動は除きます。 

 

 (2) 保険の契約     

 市民活動をする市民団体などを被保険者として市が保険会社と契約をしますので、保

険料は全額市が負担しています。また、事前の加入申し込みや登録の手続きをする必要

はありません。 

 事故発生後、１か月以内に所定の事故報告書を提出してください。 

 

 (3) 対象となる事故      

ア 賠償責任事故   

 市民活動中に指導者等の過失により他人の生命、身体または財物に損害を与え、法

律上の損害賠償責任を負う事故。 

 イ 傷害事故 

 市民活動中（スポーツ・レクリエーション活動を主な目的とする市民団体が行うス

ポーツ・レクリーション活動については、体育協会など公共的な団体が行う広く市民

を対象とした行事に限る）の偶発的な事故で指導者等又は参加者が受傷し、または死

亡した事故。 

 ※報告を受けた事故に対して保険会社が保険約款に基づき審査をするため、活動や事 

故の内容によっては保険の対象とならない場合があります。 

 

 (4) この保険では対象にならない主な事故   

   故意または地震、噴火、津波などの自然災害による事故のほかに、次に掲げる事
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故などがあります。  

  ア 賠償責任事故 

   ① 所有・使用・管理する車両・動物に起因する事故 

   ② 親族に係る事故、ほか 

   ③ 施設の建設・改築・改造・修理等の工事に起因する事故 

  イ 傷害事故 

   ① 自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場合 

   ② 疾病、心身喪失、他覚症状のないムチウチ症または腰痛 

   ③ 山岳登はん、ハンググライダー搭乗、そのほかこれらに類する危険な運動 

   ④ 無資格運転など 

⑤ 酒気を帯びている場合、ほか 

 

 (5) 支払われる補償金の内容 

  ア 賠償責任事故 

   ① 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業補償費、葬儀料、死

亡による逸失利益、慰謝料、物の修理代。 

   ② 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解または調停費用、弁護士費

用。 

   ③ 損害の防止・軽減のため有益な応急・緊急措置費用。 

賠償責任事故のてん補限度額 

身体賠償 
最 高 １ 名      １億円 

１ 事 故      ５億円 

財物賠償 最高１事故    ５００万円 

受託物賠償 最高１事故    ５００万円 

人格権侵害 最高１事故    ３００万円 

※１事故につき１０００円以下の身体賠償及び財物賠償、５０００円以下 

の受託物賠償については、自己負担となります。 

※賠償責任事故の場合は、現場及び破損状況の写真を撮影しておいてください。 

 

  イ 傷害事故 

   ①死亡補償金 

     事故日から１８０日以内にその事故がもとで死亡したとき。 

   ②後遺障害補償金 

     事故日から１８０日以内にその事故がもとで後遺障害が生じたとき。 

   ③入院補償金 

     生活機能または業務能力の滅失をきたし、かつ、入院し、医師の治療を受け

たとき。（事故日から１８０日以内を限度） 

   ④手術補償金  

     入院補償金が支払われる場合に、そのケガの治療のため手術を受けたとき。 



- 26 - 

 

   ⑤通院補償金 

     生活機能または業務能力の減少をきたし、かつ、医師の治療を受けたとき。 

       （事故日から１８０日までの間において９０日を限度） 

傷害事故の補償金額 

死亡補償金 ５００万円（熱中症等は３００万円） 

後遺障害補償金 
障害の区分に応じて定めた割合に５００万円（熱中

症等は３００万円）を乗じて得た額 

入院補償金 １日 ３０００円 

手術補償金 
手術内容に応じて定めた倍率を入院補償金額日額に

乗じた額 

通院補償金 １日 ２０００円 

 

 

詳しくは、公共施設等に配架してある当制度のパンフレットをご覧ください。 

市ホームページでもご確認いただけます。 

トップページ > 市政情報 > 市民活動 > 市民活動等災害補償制度（市民活動保険） 

URL：https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shiminsanka/1007710.html 
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２ 災害が起きたとき 

① 災害時の動きについて（地震発生時の場合） 

（くらし安心部 防災対策課） 

（～R5.3.31 市民安全部 防災対策課） 
災害時の活動は、災害発生からの時間の推移により変化するため、時期に応じた的確な活動

が求められます。 

 

【地震災害時の時期的段階に応じた活動例】 

上図は、平常時から地震災害時の初動対応の時期における主な活動を表したものですが、自 

主防災組織の活動は初動対応以降も復旧・復興に向けて、他団体と連携しながら、継続的な活

動が求められます。 

なお、災害時の活動においては、自身および家族の安全確保を前提として行われるものとしま

す。 

 

災害時の状況 自主防災組織の主な活動・役割 

平
常
時 

 ○防災知識の普及・啓発 

○防災訓練の実施 

○防災用資機材等の整備・点検 

○消防団・学校・企業等との連携 

○避難行動要支援者名簿を活用した日頃の見守り 

発
生
直
後 

 

 

 

～災害発生直後～ 

○自身と家族の安全確保 

○近隣での助け合い 

 （出火防止、初期消火、救助等） 

○津波警報発表時等、緊急避難を要する際の迅速

な避難誘導 

○安否確認 

数
時
間
後 

 

 

 

 

 

～災害発生から数日間～ 

 

○情報の収集伝達 

○消火活動 

○救助・救出活動 

○応急救護活動 

○避難誘導 

○避難行動要支援者の避難支援 

○避難所の開設および運営 

数
日
後 

 ○避難所の運営 

○給食、救援物資等の配布 

○清掃衛生の実施 

○自治体および関係機関の情報伝達 

○他団体への協力要請 

○避難行動要支援者への配慮 

○ボランティア活動のニーズの把握 

地域で救援活動に当たる人も含め

て、大部分の人が被災者であり、

生命の危機、家屋の倒壊、ライフ

ライン等の途絶に対し、自助と地

域住民の共助が中心となる。 

災害発生 

行政や公的機関による緊急対応や

地域住民と自主防災組織による、

消火、避難、救助・救出、応急救

護、給食・給水等を実施する時期

となる。 
 

また、外部から様々な支援活動、

人材、支援物資が入ってくる時期

でもある。 
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② 避難行動要支援者制度について 

（くらし安心部 防災対策課・福祉部 障がい福祉課・高齢福祉課） 

（～R5.3.31 市民安全部 防災対策課） 
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５章 定期的な配布・回覧物について 

 

 定期的な配布回覧物は次のとおりです。 

 

配布・回覧物 配布時期 担 当 備 考 

広報ちがさき 
毎月１回 

広報シティプロモー

ション課 

 

美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎  ５月（回覧） 環境保全課  

ごみと資源物の分け方･出し方 ３月 環境事業センター  

ごみと資源物の収集カレンダー ３月 環境事業センター  

議会だより 
５･８･１１･２月 

議会事務局 ２年ごと６月に臨時

号  

 

配布・回覧物 配布時期 担 当 備 考 

社協ちがさき ７･１１･３月 （福）茅ヶ崎市社会福祉協議会  

共同募金について ９月（回覧） 

（福）神奈川県共同募金会茅ヶ崎

市支会 

（（福）茅ヶ崎市社会福祉協議会

内） 

 

まちぢから 
年２回 

（全戸配布） 

茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会 
 

 

 

※回覧板の板については、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会事務局（８４－９７８１）

へお問い合わせください。 
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６章 自治会館整備の手順（くらし安心部 市民自治推進課） 

（～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 
 

自治会館は、自治会の活動の拠点となる会員相互の親睦、会議、会合、サークル活動

等を目的にする重要な施設です。 

建設にあたっては、会員全体の理解と協力が不可欠です。また、建設地の近隣住民の

理解も欠かせません。そのほか、資金計画や利用計画、場所の選定、業者の選定など、

いくつかの課題があります。トラブルを避け、建設が順調に進むよう、自治会館整備の

手順を以下に示しますので、参考にしてください。 

なお、自治会館整備の計画がありましたら、できるだけ早くご連絡をお願いいたしま

す。 

 

 〔自治会館整備フロー〕 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自治会館建設の発案 

市への建築確認申請 

竣工 

設計案の総会への提示・承認 

市への工事完了届提出 

建設 

委員会の設置 

建設案・予算の検討 

総会への提案・承認 

落成式 

用地の検討 

工事収支決算書提出 

資金の積み立て 

用地の確保 

補助金受領 

市への補助金申請 
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(1) 建設の計画 

   以下の点を話し合い、確認しましょう。 

  ア 建設の必要性があるのか 

  イ いつ、どこへ、どのくらいの規模で、いくらの予算で建てるのか 

  ウ 自治会として、どのように建設を進めるのか 

  エ 建設を進める場合の問題とその分析 

   ① 自治会での必要性を充分に把握し、それに基づいてこの段階では、素案（建

設の輪郭）を役員レベルで検討し、作成しましょう。 

   ② 建設の進め方や問題点を洗い出し、整理しておきましょう。建設について、

会員のニーズを把握するため、必要ならアンケートを取る方法もあります。

（アンケートを取った場合は、必ず会員に公表しましょう） 

   ③ 建設に対し補助金を受ける場合は、事務手続きがありますので、事前に総務

部市民自治推進課に連絡・相談をしてください。 

 (2) 用地の確保 

   以下の点を話し合い、確認しましょう。 

  ア 用地確保のめど 

  イ 用地として、その場所は適当か（区域内にあるか。利用しやすいかなど） 

  ウ 購入資金を十分に積み立てることができるか。 

   ① 借地の場合は、地主との貸付契約が確実にできるか調べましょう。 

   ② 用地が、市街化調整区域内にある場合は、都市部建築指導課に相談してくだ

さい。 

   ③ 隣接住宅があるときは、あらかじめ、建設計画がある旨を説明しておきまし

ょう。 

   ④ 建築協定が結ばれた地域内に用地がある場合は、協定書をよく確認しましょ

う。 

 (3) 総会への準備 

   総会に向けて以下のものを準備しましょう。 

  ア 建設しようとする規模・構造などを示す図面 

  イ 建設費と調達の方法を示す資料 

  ウ アンケート等の調査を行った場合は、その結果を示す資料 

  エ 自治会館の利用計画 

  オ 建設用地に関する資料 

  カ その他、総会にかけておくべき（提示しておくべき）資料 

   ① 総会の欠席者を最小限に止めるように、出席要請をしましょう。 

   ② 総会の出席者に対し、分かりやすい建設計画資料を議案書として提出し、丁

寧に説明しましょう。 

   ③ 図面などは、総会の中で変更になる可能性があり、議案として提示する図面

は、会員に会館の概要がわかる程度のものでよいと思われます。（平面図、規

模、構造、隣接住宅との関係など）ただし、総会に提示した図面と、議決によ
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って正式に作成する図面に食い違いがないように注意しましょう。 

   ④ 総会で決定したことは、後日の補助申請などに必要な添付書類となります。 

 (4) 総会 

   以下の点に注意しましょう。 

  ア その自治会の会則にのっとり総会が成立しているか 

  イ 総会にかけておくべき議案を提案しているか 

  ウ 反対者に発言の機会を充分に与えているか 

  エ 強引に総会を進めていないか 

  オ 自治会の会則に沿った議決がなされたか 

  カ 議事録を作成したか 

   ① 委任状の取り扱い（定足数の問題）について、明確に定めていない場合は、

事前に研究して対応を決めておく必要があります。 

   ② 総会での議事録は、後日の補助申請などに添付するものであり、補助などに

必要な事項が提案されていなければなりません。 

   ③ 議案を審議していく過程で、反対の意見が出た場合でも、充分な発言機会を

与え、特に反対の内容を充分把握することが大切です。反対意見にもさまざま

あり、建設計画の若干の変更で賛成してくれる場合があります。建設計画の変

更を恐れず会員相互が充分話し合い、いわゆる「会員の総意」による会館建設

のための工夫が必要です。 

   ④ 会員が認めた会則による議決が、最終的には「総意」として効力を発揮しま

すが、これをもって建設計画を強引に推し進め、トラブルが起きて計画が暗礁

に乗り上げる場合も少なくありませんので、慎重に進めましょう。 

   ⑤ 建設は、自治会内に「○○自治会館建設委員会」などを設置して、自治会館

建設の全般を担当する場合がありますが、この場合も、委員会に担当させる仕

事の内容を、総会で明確に説明し、議決を得る必要があります。 

 (5) 建設工事 

   以下の点を確認しましょう。 

  ア 建設予定地の隣接住宅への、建設計画（工期・規模・構造など）の充分な説明

と、協力要請をしたか 

  イ 総会の決議を理由に、その後の意見を聴かず強引に建設を推し進めていないか

（土地の状況・隣接地・隣接住宅等への配慮） 

  ウ 総会の議決と異なる状況が生じた場合（設計変更など）、その旨を会員に説明

し、了解を得たか 

  エ 建設工事の進行状況を、適宜会員に説明しているか 

   ① 現場の状況や工務店の都合、天候などによって、計画どおり進まない場合が

あります。このような変更事由は進行状況も含めて、会員に知らせ、理解を求

めましょう。特に、新たな経費の支出を伴う場合は、会員の負担の問題もあり

ますので、十分な説明が必要です。 
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 (6) 竣工 

   以下の点を確認しましょう。 

  ア 管理運営をどうするか 

  イ 建設準備の段階から完成までの記録を詳細に作成しておきましょう。 

  ウ 収支を明確にし、記録しましょう。 

   ① 自治会館は、会員の総意により会員自身が建設するものであり、その管理運

営についても充分話し合い、会員の意見を反映させましょう。 

   ② 隣接住宅へ迷惑がかからないよう配慮しましょう。（騒音、プライバシー、

車での来館など） 

 (7) 登記について 

   自治会館を建設した場合、その所有権を明らかにし、保護するということから、

通常は「保存登記」をすることになります。ところが、自治会は任意団体であり、

「権利能力なき社団」として扱われ法人格がないため、自治会長または複数の役員

の個人名義での登記の状況が見受けられます。 

なお、平成３年４月２日の地方自治法改正により、「地縁による団体の認可制

度」が創設されたことにより、自治会名義での登記が可能になりました。詳しく

は、「地縁による団体の認可制度の概要」を参照してください。 

 (8) 税金について 

   自治会館を建てると、その建設や所有などに対して税金が課税されます。 

   関係する税金は次のようになりますが、贈与税、相続税、不動産取得税、固定資

産税、都市計画税については、土地・建物が自治会のものであることを証する書類

（公正証書の写しなど）、公共的目的に使用している施設であることを証する書類

（自治会館管理運営要綱など）などにより課税対象から除かれるのが一般的です。 

  ア 所得税（国税） 

自治会が法人から自治会館（集会施設）の寄付を受けた場合に課せられる税 

  イ 贈与税（国税） 

自治会が個人から自治会館（集会施設）の寄付を受けた場合に課せられる税 

  ウ 法人税（国税） 

 自治会館を貸すなど、収益をあげている場合に課せられる税  

エ 登録免許税（国税） 

自治会館の土地・建物を登記する場合の登記料 

  オ 相続税（国税） 

 個人などの登記の場合、遺産相続した際に課せられる税 

  カ 不動産取得税（県税） 

 自治会館の土地・建物を取得した際に課せられる税 

  キ 固定資産税（市税） 

 １月１日現在において所在する土地・建物に課せられる税 

  ク 都市計画税（市税） 

 １月１日現在において市街化区域内に所在する土地・建物に課せられる税 
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資料集  

１ 自治会課税の目安（市民部 市民税課・資産税課） 

（～R5.3.31 財政部 市民税課・資産税課） 

税目 
地縁団体認可を受けていない自治会 

（人格のない社団扱い） 

地縁団体認可を受けた自治会 

（公益法人等としてみなされる） 

国

 

税 

法人税 収益事業のみ課税 収益事業のみ課税 

税 率 普通法人と同じ 普通法人と同じ 

寄附金損金不算入 普通法人と同じ扱い 普通法人と同じ扱い 

消費税 ＊仕入控除税額の計算の特例 ＊仕入控除税額の計算の特例 

＊資産の譲渡等の時期の特例 

（要承認） 

＊申告（納付）期限の特例 

（要承認） 

登録免許税 ＊登記名義人が変わる場合 

固定資産評価額×20/1000 

＊新規購入の場合 

固定資産評価額×15/1000(※) 

(※)平成31年4月1日からは 

20/1000となります。 

＊当初、団体への名義変更の場合 

固定資産評価額×20/1000 

＊新規購入の場合 

固定資産評価額×15/1000(※) 

(※)平成31年4月1日からは 

20/1000となります。 

県
 

税 

法人県民税 ＊収益事業がある場合 

 法人税割額、均等割額とも課税 

＊収益事業がない場合 

非課税          

＊収益事業がある場合  

 法人税割額、均等割額とも課税 

＊収益事業がない場合 

法人税割 非課税 

均等割   課税（減免有） 

法人事業税 ＊収益事業がある場合 

 課税 

＊収益事業がない場合 

 非課税  

＊収益事業がある場合 

 課税 

＊収益事業がない場合  

 非課税  

不動産取得税 申請に基づき減免される 申請に基づき減免される 

市 

税 

固定資産税及び 

都市計画税 

公益目的の無償提供の場合     

非課税 

公益目的の無償提供の場合   

 非課税 

法人市民税 ＊収益事業がある場合 

 法人税割額、均等割額とも課税 

＊収益事業がない場合 

 法人税割 非課税 

均等割  非課税 

＊収益事業がある場合 

 法人税割額、均等割額とも課税 

＊収益事業がない場合 

 法人税割 非課税 

均等割  課税（減免有） 

  ※ 詳細につきましては、それぞれの所轄機関にお問い合わせください。 
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２ 市役所庁舎案内 

◆本庁舎 ７階 ●デジタル推進課 

 

６階 

●議長室 ●副議長室 ●正副議長応接室 ●議員控室  

●議会事務局 ●議場 ●全員協議会室（Ａ・Ｂ） ●第１委員会室 

●第２委員会室 ●眺望ロビー ●傍聴席 ●特別傍聴席Ａ 

●特別傍聴席Ｂ ●議会図書室 ●理事者控室 

 

５階 

●市長室 ●市長応接室 ●副市長室 ●庁議室 ●秘書課 

①総合政策課 ②行政改革推進課 ③広報シティプロモーション課 

④契約検査課 ⑤資産経営課 ⑥財政課 ⑦職員課 ⑧行政総務課 

⑨文書法務課 ●入札室・記者会見室  

●統計室 ●計量検査室 ●公平委員室 ●研修室 ●記者室 

 

４階 

①市民自治推進課 ②防災対策課 ③警防救命課 ④予防課  

⑤消防総務課 ●茅ヶ崎市・寒川町消防指令センター ⑥指令情報課 

●会議室１・２・３・４・５ 

 

３階 

①建設総務課 ②道路管理課 ③道路建設課 ④建築課 

⑤公園緑地課 ⑥下水道河川総務課 ⑦下水道河川管理課 

⑧下水道河川建設課 ⑨農業委員室 

⑩都市計画課 ⑪開発審査課 ⑫建築指導課 ⑬都市政策課 ⑭景観

みどり課 ⑮安全対策課 ⑯スポーツ推進課 ⑰拠点整備課 ⑱農業

委員会事務局 ⑲農業水産課 ⑳産業観光課 

 

２階 

①環境政策課 ②資源循環課 ③環境保全課 ④文化推進課 ⑤多様

性社会推進課 ⑥市民相談課 ●消費生活センター  

●指定金融機関派出所 ⑦会計課 ⑧市民税課 ⑨収納課 ⑩資産税

課 こども家庭相談室２ 

●屋上庭園 ●会議室えぼし１・２・３      分庁舎連絡通路 

 

１階 

●総合案内 ①～③市民課 ④～⑥保険年金課 ⑦高齢福祉課・在宅

ケア相談窓口 ⑧介護保険課 ●基幹型地域包括支援センター ⑨保育

課 ⑩こども政策課 ⑪こども育成相談課 こども家庭相談室１ 

●市政情報コーナー ●市民ふれあいプラザ ●喫茶コーナー 

●授乳室 ●警備員室 ●夜間・休日戸籍届出窓口 

 

◆分庁舎 ６階 ●コミュニティホール大集会室（集会室１・２） 

 
５階 

●特別会議室 ●コミュニティホール（Ａ・Ｂ・Ｃ会議室） 

●会議室Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 ４階 ●職員会館 ●職員共済会事務室 ●職員組合事務室 ●職員厚生室 

 
３階 

●教育長室 ●教育委員室 ①教育総務課 ②学務課 ③教育施設課 

④学校教育指導課 ⑤青少年課 ⑥社会教育課 

 

２階 

①生活支援課  ②障がい福祉課 ●障害者虐待防止センター 

③地域福祉課 ●生活自立相談窓口 ④選挙管理委員会事務局 

⑤選挙管理委員室 ⑥監査事務局  

⑦監査委員室  本庁舎連絡通路 

 
１階 

●茅ヶ崎市成年後見支援センター/生涯現役応援窓口  

●コンビニエンスストア 

 

注） 課名の前の丸数字は、窓口の番号です。 

 

電話 ０４６７－８２－１１１１（代表） 
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茅ヶ崎市行政機構図（令和５年４月１日）

（男女共同参画推進センター）

（体育館 体育施設 屋内温水プール 柳島スポーツ公園）

多様性社会推進課 男女共同参画担当　多文化共生担当

開高健記念館 ゆかりの人物館 ハマミーナまなびプラザ）

ス ポ ー ツ 推 進 課 推進担当　管理担当

文化スポーツ部 文 化 推 進 課 文化推進担当　生涯学習担当　市史編さん担当

（市民文化会館 茶室・書院 美術館 市民ギャラリー

農 業 水 産 課 農業水産振興担当　農地担当

拠 点 整 備 課 拠点整備担当　浜見平地区まちづくり推進担当

収 納 課

経 済 部 産 業 観 光 課 産業振興担当　観光担当

総務担当　土地評価担当　家屋評価担当

安全対策担当　（自転車駐車場 駐車場）

市 民 相 談 課

地域自治担当　協働推進担当

市 民 部 市 民 課 戸籍住民担当　窓口サービス担当

行政改革推進担当　

く ら し 安 心 部

防 災 対 策 課 政策担当　防災担当　危機管理担当

市 民 自 治 推 進 課

企 画 政 策 部 秘 書 課

総 合 政 策 課 総合政策担当

秘書担当　姉妹都市担当

広報担当　シティプロモーション担当
広 報 シ テ ィ
プロモーション課

行 政 改 革 推 進 課

施設管理担当　（農業ふれあい広場 漁港）

資 産 経 営 課 資産経営担当　資産管理担当　（コミュニティホール）

契 約 検 査 課 工事担当　物品担当

文 書 法 務 課 文書担当　法務担当

財政担当財 政 課

総務担当　統計担当　市政情報担当

職 員 課 人財育成担当　労務健康担当

安 全 対 策 課

市民相談担当　消費生活センター

市民税担当

（ ）内の施設：その課が担当する施設

経 営 総 務 部 行 政 総 務 課

デジタル推進担当　情報管理担当

辻堂駅前出張所　香川駅前出張所　ハマミーナ出張所

　副市長

総務担当　納税担当

雇用労働担当　道の駅整備推進担当

資 産 税 課

市 民 税 課

市　長

小 出 支 所 総務担当　斎場　

茅ヶ崎駅前市民窓口センター　萩園市民窓口センター

デ ジ タ ル 推 進 課
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 衛 生 課 環境衛生担当　食品衛生担当

健 康 増 進 課 健康づくり担当　予防接種担当

地 域 保 健 課 地域保健担当　保健指導担当

保 健 予 防 課 感染症対策担当　保健対策担当

下水道河川管理課 河川水路担当　公共下水道担当

保 健 所 保 健 企 画 課 保健企画担当

下 水 道 河 川 部 下水道河川総務課 経営担当　排水指導担当

下水道河川建設課 計画担当　建設担当

（都市公園 市営水泳プール 氷室椿庭園 柳島キャンプ場）

建 築 課 市営住宅担当　建築担当　

道 路 建 設 課 計画担当　建設担当

公 園 緑 地 課 公園緑地担当

建 設 部 建 設 総 務 課 総務担当　境界確定担当　地籍調査担当

道 路 管 理 課 管理担当　補修担当

建 築 指 導 課 指導担当　建築安全担当　審査担当

開 発 審 査 課 審査担当　指導担当

都 市 政 策 課 都市政策担当　住宅政策担当　交通計画担当

景 観 み ど り 課 景観担当　みどり担当

環境事業センター 業務担当　管理担当

都 市 部 都 市 計 画 課 総務担当　計画担当

環 境 保 全 課 環境保全担当

資 源 循 環 課 資源循環担当

小和田保育園　浜見平保育園　鶴が台保育園

香川保育園　浜須賀保育園　室田保育園

（中海岸保育園）

環 境 部 環 境 政 策 課 環境政策担当　温暖化対策担当

こども育成相談課 こども家庭相談担当　こども健康担当　こどもセンター

保 育 課 管理整備担当　認定給付担当　保育指導担当

（老人憩の家 老人福祉センター ケアセンター）

こ ど も 育 成 部 こ ど も 政 策 課 こども政策担当　手当給付担当　（子育て支援センター）

（障害児通所施設 障害者ふれあい活動ホーム）

高 齢 福 祉 課 いきいき推進担当　相談支援担当

生 活 支 援 課 支援給付担当　保護担当

障 が い 福 祉 課 障がい福祉推進担当　障がい者支援担当　

福 祉 事 務 所 保 険 年 金 課 給付担当　保険料担当　徴収担当

年金担当　後期高齢者医療保険担当

福 祉 部 地 域 福 祉 課 福祉活動推進担当　福祉総合相談担当

介 護 保 険 課 給付担当　保険料担当　認定担当
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総務担当　用度施設担当

医事担当

経営企画担当

救急医療部　手術部　リハビリテーション科　放射線科

臨床検査科　健康管理科　栄養科　新生児集中治療室

内視鏡室　人工透析室　ＭＥ室

中 央 診 療 部

患 者 支 援 セ ン タ ー

　　　　宮山小隊　宮山救急小隊

　　　　　第二救急小隊

会 計 管 理 者 会 計 課 会計担当

診 療 記 録 管 理 室

薬 局

　　　　鶴嶺小隊（水難救助小隊を兼ねる。）鶴嶺救急小隊

　　　　海岸小隊（水難救助小隊を兼ねる。）海岸救急小隊

　　　　小出小隊　小出救急小隊　

寒 川 警 備 第 一 課 寒川分署　寒川小隊　寒川救急小隊

寒 川 警 備 第 二 課 出張所　松林小隊　松林救急小隊　

小和田警備第一課 小和田分署　小和田小隊（梯子小隊を兼ねる。）      

小和田警備第二課 　　　　　　小和田救急小隊

本 署 警 備 第 一 課 第一中隊  指揮小隊　第一小隊　第二小隊 

本 署 警 備 第 二 課 第二中隊　救助小隊（梯子小隊を兼ねる。） 第一救急小隊

指 令 情 報 課 指令情報担当

消 防 指 導 課 消防指導担当

予 防 課 予防担当　査察指導担当　危険物担当

警防担当　整備担当　救命担当

病院経営企 画課

消 防 本 部 消 防 総 務 課

消 防 署

事 務 局 病 院 総 務 課

医 事 課

看 護 部

医 療 安 全 管 理 室

感 染 管 理 室

医 療 情 報 管 理 室

病理診断科　麻酔科　歯科口腔外科

産婦人科　眼科　耳鼻咽喉科  放射線診断科　放射線治療科

市 立 病 院 総合内科　呼吸器内科  消化器内科  循環器内科

腎臓内科  脳神経内科　代謝内分泌内科　外科　呼吸器外科

消化器外科  脳神経外科　乳腺外科　整形外科　形成外科

精神神経科　リウマチ科  小児科  皮膚科　泌尿器科

診 療 部

総務担当　企画担当

警 防 救 命 課

病院事業管 理者
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教 育 セ ン タ ー 研究研修担当　青少年教育相談担当

教職員担当

議 会 事 務 局

学 務 課

学校教育指導課 指導担当

農 業 委 員 会 農 業 委 員 会 事 務 局 総務担当

中 学 校 １３校

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙担当

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会

公 平 委 員 会

監 査 委 員 監 査 事 務 局 監査担当

小 学 校 １９校

育成担当　児童クラブ担当

体験学習センター　青少年会館　（子どもの家）

青 少 年 課

博物館　小和田公民館　鶴嶺公民館

松林公民館　南湖公民館　香川公民館

図 書 館 図書館担当　香川分館

教 育 施 設 課 管理担当　施設整備担当

総務担当　政策担当　経理担当

教 育 委 員 会 教 育 委 員 会 事 務 局

教 育 長 教 育 総 務 部 教 育 総 務 課

総務担当　議事調査担当

教 育 推 進 部

学事担当　保健給食担当　中学校給食準備担当

社 会 教 育 課 社会教育担当　文化財保護担当

市 議 会
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４ 個人情報保護法の改正に伴い自治会で注意すべきこと 

（くらし安心部 市民自治推進課） 

（～R5.3.31 総務部 市民自治推進課） 

◯平成２７年９月に改正個人情報保護法が成立し、平成２９年５月３０日に全面施行されました。 

◯改正前は、５０００人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされてきましたが、改

正後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。 

◯この事業者には自治会や同窓会等の非営利組織も該当します。 

○従来から個人情報を適切に取り扱っていれば、大きな負担とはなりませんが、法改正に伴い、今

後は法の適用対象となることから、注意すべき点をまとめました。 

 

（1） 個人情報を集める、保管するときのルール 

段階 ルール 会員名簿を作成して配布する場合 

第１  

個人情報を集める前 

個人情報の利用目的をあらか

じめ特定する。 

「会員名簿を作成し、名簿に掲載され

る会員に対して配布するため」と利用

目的を特定する必要があります。 

第２  

本人から個人情報を集めるとき 

本人から書面で個人情報を取

得する場合には、本人に対し

て利用目的を明示する。 

個人情報を集める際に配布する用紙

に、上記の利用目的を記載する必要が

あります。 

第３  

個人情報を保管しているとき 

集めた個人情報の漏えい防止

のために、適切な 

措置を講じる。 

自治会や同窓会の事務局において盗

難・紛失等のないよう適切に管理する

必要があります。また、名簿の配布先

の会員に対して、盗難や紛失、転売し

たりしないように注意を呼びかけるこ

とも重要です。 

集めた個人情報の内容に誤り

があった場合に、訂正するた

めの手続の方法等を本人の知

り得る状態におき、請求に応

じて訂正する。 

個人情報を集めるときに配布する書面

に訂正等に関する問合せ先等を記載

し、本人から内容の訂正を求められた

ら、適切に対応する必要があります。 
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（2） 個人情報を第三者に提供するときのルール 

手順 内容 会員名簿を作成して配布する場合 

本人の同意の取

得 

本人以外の者に個人情報を提供する場

合は、 

あらかじめ本人の同意を得る。ただ

し、例えば、以下のような場合は、同

意を得なくても提供できる。 

１．法令に基づく場合 

２．人の生命、財産を守る場合 

３．委託先に提供する場合 

「名簿に掲載される会員に対して配布するた

め」と伝えた上で任意で個人情報を提出しても

らえば、同意を得たこととなります。また、以

下の場合は同意を得なくても、会員以外に名簿

を提供できます。 

１．警察からの照会 

２．災害発生時の安否確認 

３．会員名簿の印刷を業者に委託する場合で、

印刷業者に名簿を提供する場合 

提供に関する記

録義務 

提供先などを記録し一定期間保管す

る。 

名簿に配布先の会員名等が記載されているた

め、名簿そのものを一定期間保管する必要があ

ります。 

委託先の監督 個人情報を委託先に提供する場合に

は、適切な監督を行う。 

名簿の印刷を委託する場合、委託先をしっかり

と選定し、個人情報の適切な管理を実施するこ

とについて確認する必要があります。 

（例） 

情報の持ち出し禁止、委託された業務以外の利

用禁止、返却・廃棄等の事項を記載した書面を

渡す等。また、個人情報が適切に取り扱われて

いるか委託先の状況を口頭等で確認すること

等。 

 

（3） よくある質問 

「個人情報とは？」 

⇒生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを指します。氏名だけでなく、住所や電話番

号、自治会の役職等も、氏名と紐づけて管理している場合には個人情報になります。 

 

「すでに配布した会員名簿はどのように取り扱えばよいか？」 

⇒会の中で認識されている「利用目的」の範囲内で取り扱うのであれば、特段何か行う必要はありませんが、

盗難・紛失等のないよう、適切に管理するようにしましょう。 

 

「新たに会員名簿を作成・配布する場合、変更点のない会員は、以前取得した情報をそのまま利用することに

なるが、その場合どのように取り扱えばよいか？」 

⇒以前に会員名簿を作成する際、その会員に対して「利用目的」を伝え、「第三者提供」について同意を得て

いると思われますので、その場合は改めて何か行う必要はありません。 

 

参考 個人情報保護委員会  

「会員名簿を作るときの注意事項（個人情報保護法の改正に伴う対応について）平成２９年５月」 
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  年   月   日

 私は、〇〇自治会に加入する意思がありますので、下記の個人情報の取扱いに

同意し、本書のとおり加入申し込みします。

〒 -

茅ヶ崎市

ふりがな

氏  名

電話番号

住  所

〇〇自治会   加入申込書

加 入 申 込 年 月 日

【個人情報の取り扱いについて】
●ご記入いただきました個人情報は、会員及び役員との諸連絡、会員の親睦、

自治会活動、防犯、防災、環境活動等を行う場合に利用（※1）します。

●本会では自治会活動の円滑な運営を行うため、会員名簿を作成し、〇〇に

は、各班の名簿、〇〇には全名簿を配布（※1）させていただきます。

●本会では、〇〇〇〇と連携して自治会活動を行っているため、団体相互に

円滑な活動をすることを目的に〇〇〇〇に会員名簿に基づ情報を提供（※2）す

る場合があります。

●本書に記載いただいた情報は、法令に基づく場合を除き、ご本人の同意な

く利用目的以外での使用や第三者に提供したりすることはありません。（※3）

参 考

会員情報（個人情報）収集の際に留意すべき点

※１：個人情報を収集する際に、利用目的及び範囲をあらかじめ書面で特定。
※２：個人情報を第三者に提供する場合は、同意を得るために記載。

【例：〇〇地区まちぢから協議会、〇〇地区自治会連合会 等】
※３：法令等に基づく場合以外は、第三者への個人情報の提供範囲を限定する旨を記載。

◎上記記載内容はあくまで一例であり、各自治会の実情に応じて作成されるものです。
この他、法令に基づき個人情報取り扱いの規約を作成する等、各自治会の実情に応じ

た適切な取り扱い方法を整備してください。
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５ 定期総会 書面表決のサンプル 

  

 例年、３月４月にかけまして各自治会では定期総会を開催することと思います。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の手法として、自治会員が一堂に集まることなく、書面表決によ

って、定期総会の議決を採ることも一つの方法と考えられます。 

 

書面表決の際にご利用いただけるサンプルをご用意しました。 

各自治会の運用に合わせて加工のうえ、ご利用ください。 

 

 

詳しくは市ホームページでもご確認いただけます。 

トップページ > 市政情報 > 市民活動 > 自治会 > 新型コロナウイルスに対する自治会定期総会のご

対応について 

URL：https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shiminsanka/jichikai/1038186.html 
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令和〇年〇月〇〇日  

 

〇〇自治会員 各位 

〇〇自治会  

会長 〇〇 〇〇  

〇〇自治会令和〇年度定期総会の開催（書面表決）について（通知） 

 

日頃から、自治会活動にご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

当自治会では、例年この時期に定期総会を開催しておりますが、新型コロナウイルス感染防止の観

点から、○月○日、役員にて協議を行い、今年度の定期総会については、書面表決とさせていただ

くこととなりました。 

つきましては、別紙「定期総会資料一式」をご確認のうえ、本紙キリトリ線以下の書面表決書にご

署名及び各議案への賛否をご記入いただき、令和〇年〇月〇日必着で、書面表決書を〇〇〇〇まで

ご提出ください。 

議案の可決につきましては、ご提出いただいた書面表決書のうち、賛成が過半数を超えた場合に可

決とさせていただきます。何とぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。なお、令和〇年〇月

〇日に開催しました役員会において、各議案については審議済みであることを申し添えます。 

問い合わせ先 

会長 〇〇 〇〇 

電話番号   －   －     

キリトリ線 

書面表決書                              令和〇年〇月〇〇日 

住所                 

   氏名（自署名）            

 

私は、〇〇自治会令和〇年度定期総会における下記議案について、次のとおり表決します。 

(※各議案について、「賛成」・「反対」・「会長（役員会）一任」のいずれかに○印で表示してく

ださい。) 

議案番号 議         案 賛成 反対 会長（役員会）一任 

第１号議案 〇〇〇〇の件    

第２号議案 〇〇〇〇の件    

第３号議案 〇〇〇〇の件    

第４号議案 〇〇〇〇の件    

第５号議案 〇〇〇〇の件    

  

定期総会通知文（書面表決例）  

 

【意見】（※ご意見がありましたらお書きください。） 
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○○自治会員 各位 

〇〇自治会 

会長 〇〇 〇〇 

 

○○自治会令和〇年度定期総会書面議決の結果について（通知） 

 

日頃から、自治会活動にご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて、本年度の総会は書面での議決とし、令和〇年○月○日必着で書面表決書をご提出いただき

ました。 

その結果について下記のとおりご報告いたします。 

 

記 

 

令和○年度 ○○自治会総会議決結果 

 

議案 

 第１号議案 令和△年度事業報告     賛成○○、反対○○ 

 第２号議案 令和△年度決算報告     賛成○○、反対○○ 

 第３号議案 令和〇年度役員（案）    賛成○○、反対○○ 

 第４号議案 令和〇年度事業計画（案）  賛成○○、反対○○ 

 第５号議案 令和〇年度予算（案）    賛成○○、反対○○ 

  

結果 

 すべての議案について、過半数の賛成をもって可決されました。 

 第○号から第○号までの議案について、過半数の賛成をもって可決されました。 

 第○号議案について、過半数の賛成をもって可決されました。 

 第○号議案について、過半数の反対をもって否決されました。 

 第○号から第○号までの議案について、過半数の反対をもって否決されました。 

 すべての議案について、過半数の反対をもって否決されました。 

 

特記事項 

 ○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

定期総会結果通知文（書面表決例）  
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６ １３地区を区域とした活動（まちぢから協議会について） 

茅ヶ崎市では、すべての単位自治会が１３地区のいずれかに所属し、当該地区ごとに防

災訓練や市民集会などの取り組みが行われています。１３地区の組織は地区まちぢから協

議会や地区自治会連合会となっています。 

各地区まちぢから協議会や地区自治会連合会の連絡調整や情報共有を図るための組織と

して、これまでは茅ヶ崎市自治会連絡協議会が活動をしてきましたが、平成２８年５月１

１日に同協議会が解散し、新たに茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会が組織されています。 

 

[茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会の構成] 

 

 

 

 

 

  

地  区 

茅ヶ崎地区 

茅ヶ崎南地区 

海岸地区 

南湖地区 

湘南地区 

鶴嶺東地区 

鶴嶺西地区 

松林地区 

小和田地区 

松浪地区 

浜須賀地区 

湘北地区 

小出地区 

 

  

茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会 

 

１３地区の地区まちぢから協議会または地区自治会連合会 

※巻末に各地区の活動区域、自治会一覧の資料を掲載しています。 

●まちぢから協議会とは？ 

各自治会を中心に地域内の各種団体や市民が一つのテーブルを囲んで地域のことを話し

合う「協議の場」です。日頃から顔の見える関係や、団体相互が連携することにより、各

団体での困り事や悩み事を共有したり、地域ニーズを把握したりすることが可能となりま

す。１つの団体だけでは解決できなかった課題を共有することで、新たなアイディアを発

掘し、より良い地域を目指す取り組みです。 
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７ 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会規約 

 
（名称及び事務局）  

第１条 この会は、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会（以下「会」という。）と称し、事務局を茅ヶ

崎市役所内に置く。  

（組織）  

第２条 この会は、市長が告示する各地区（以下「地区」という。）に存在する公益を増進するため

に活動するコミュニティのうち茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例において認定を受

けたもの若しくは認定を受けようとするもの（以下「地区まちぢから協議会」という。）を代表す

る会長・副会長（以下「委員」という。）各１名をもって組織する。  

２ 地区まちぢから協議会の委員には、当該地区まちぢから協議会に属する自治会の代表者を含むこ

ととする。   

 （目的）  

第３条 この会は、地区まちぢから協議会及び市政の発展に寄与することを目的とする。  

 （事業）  

第４条 この会は、前条の目的達成のため次のことを行う。  

(1) 地区まちぢから協議会相互の親睦と連携  

(2) 地域振興の研究  

(3) 地域活動の情報交換  

(4) その他目的達成に必要な事項  

 （役員）  

第５条 この会に次の役員を置く。  

   会長   １人 

   副会長  ２人 

   会計   １人 

   監事   ２人  

 （役員の選出、任期）  

第６条 役員は、委員の互選による。  

２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

３ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

４ 役員の任期が満了した場合においても、後任者が選出されるまでは、引き続き存任するも

のとする。  

 （役員の任務）  

第７条 会長は、この会を代表し会務を総理する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

３ 会計は、この会の会計を掌理する。  

４ 監事は、この会の会計を監査する。  

（会議）  

第８条 会議は、総会、定例会及び役員会とする。  
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(1) 総会は、毎事業年度の初めに開催し、役員の選任、会則の改正、毎年度の事業及び決算報

告、新年度の事業計画及び予算等、その他重要事項を審議する。  

(2) 定例会は、会長が召集し、会長は会議の議長となり、会は必要事項を審議する。  

(3) 役員会は、総会及び定例会への提出議案並びに緊急事項を審議する。  

(4) 各会議の議事は、３分の２以上の出席により成立し、議事は、出席者の２分の１以上の同

意によって決定する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。  

（特定の課題の解決及び会の目的の達成に必要な組織）  

第９条 この会に、特定の課題の解決及び会の目的の達成に必要な組織を設置することができる。  

２ 特定の課題の解決及び会の目的の達成に必要な組織には関係者の意見を求めることができ

る。  

３ 必要な事項は別に定める。   

 （経費）  

第１０条 この会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。  

 （会計年度）  

第１１条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。  

 （その他）  

第１２条 その他、この会の運営に必要な事項は、定例会に諮り会長が決定する。  

  

附 則  

１ この会則は、平成２８年５月１１日から施行する。  

２ 地区まちぢから協議会が発足していない地区においては、第２条第１項中「市長が告示する各

地区（以下「地区」という。）に存在する公益を増進するために活動するコミュニティのうち茅ヶ

崎市地域コミュニティの認定等に関する条例において認定を受けたもの若しくは認定を受けようと

するもの（以下「地区まちぢから協議会」という。）」を「地区内の自治会」と読み替えるものと

する 

３ この会則は令和２年４月８日から施行する。  
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